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第５章　５疾病・６事業・在宅医療の医療提供体制の構築（在宅医療）

第１節　在宅医療第１節　在宅医療

Ⅰ　現状と課題

　高齢化の進展に伴い疾病構造が変化し、誰もが何らかの病気を抱えながら生活をするよ

うになる中で、医療や介護が必要な状態となっても、住み慣れた地域での生活が継続でき

るよう、医師等が居宅等を訪問し医療的ケアを提供する在宅医療の提供体制を整える必要

があります。

　１　本県の状況

　（1）高齢者の状況

　本県の65歳以上の人口は、2040年に2020年比で1.6％の増と緩やかな増加にとどまり

ますが、75歳以上の人口は2040年に2020年比で16.6％の増となり、後期高齢者人口の

割合が増加すると推計されています。

　また、本県の要介護認定者数（要支援認定者を含む。）は2014年以降ほぼ横ばいの状

況が続いていますが、年代別の要介護認定率については、85歳以上で5割を超えること

から、後期高齢者人口の割合の増加に伴い、要介護認定者数も増加することが推定さ

れます。
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　一方で、在宅医療において中心的な役割の一環を担う訪問看護については、75歳以

上の後期高齢者の利用率が高いこと、介護度が上がるほど利用率が高くなることから、

今後の後期高齢者の人口増や要介護認定者の増にともない、在宅医療を必要とする県

民は今後も増加すると見込まれます。

年代別の要介護認定率（福井県）

第1号被保険者
年�齢�別

65 ～ 74歳 75 ～ 84歳 85歳以上

2021年 17.62% 3.28% 15.70% 56.45%

2022年 17.49% 3.38% 14.94% 56.10%

2023年 17.44% 3.36% 14.40% 55.43%

�出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報（4月分）
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　（2）在宅医療のニーズ

　人生の最終段階に医療を受ける場所として、県民の約35％は自宅を希望しており、

これまでの調査で一番多く選ばれている選択肢となっています。

　高齢者人口や要介護者が今後さらに増加することに加え、医療技術の進歩等にとも

ない人工呼吸器や経管栄養などの在宅で受けられる医療的ケアの範囲が拡がっている

ことなどから、在宅医療のニーズは今後さらに増加するものと考えられます。また、

一人暮らしの高齢者は、2010年の21,356人から2020年は31,367人と約1.5倍に増加し、

同様に高齢者のみの世帯数も、2010年から2020年にかけて約1.5倍に増加していること

から1、世帯の状況に関わらず、必要な医療・ケアが受けられる体制づくりが必要です。

　加えて、小児や若年層の在宅療養者が増えており、本県における訪問看護を受ける

小児（0〜4歳）の数は、2017年の1か月当たり約63人から、2021年の約90人へと約1.5

倍になっていること2、ＡＣＰ（Advance�Care�Planning、将来の医療等の望みを理解し

共有し合うプロセスをいう。以下同じ。）の認知にともない人生の最終段階をどう生き、

最期をどう迎えるかといったＱＯＬ（Quality�Of�Life、生活の質をいう。以下同じ。）

やＱＯＤ（Quality� Of� Death、死の質をいう。以下同じ。）が重視されているなど、在

宅医療のニーズは多様化しています。

　　「人生の最終段階における医療を受ける場所」に関するニーズ

　　Ｑ.�あなた自身が人生の最終段階における医療を受けるとすれば、どのような場所が理

想だと思いますか？

１　総務省「国勢調査」における福井県のデータ

２　厚生労働省「訪問看護療養費実態調査」(2017,2021年)
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項目 2007年 2012年 2017年 2023年

自宅 33.6% 41.7% 35.9% 34.5%

近所の医療機関 12.9% 12.3% 14.1% 11.5%

高度医療を持つ医療機関 10.3% 4.3% 6.1% 3.9%

ホスピスなどの緩和ケア施設 34.6% 34.8% 31.6% 37.4%

老人ホームなどの福祉施設 ― 2.1% 2.1% 3.1%

サービス付き高齢者向け住宅 ― 0.9% 1.2% 0.7%

その他 0.7% 0.6% 1.2% 0.6%

わからない 7.9% 3.3% 7.8% 8.3%

出典：福井県「第8次福井県医療計画策定に関するアンケート調査」(2023年10月)
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　２　在宅医療の提供体制

　　（1）入退院支援

　人工呼吸器などの医療的ケアを必要としながら在宅療養を選択する人が近年増え

ており、患者が退院後も継続した医療や必要な介護サービスを受けることができる

よう、医療・介護双方の関係者が、「福井県入退院支援ルール」をはじめとする標準

化された情報共有ルールを活用しながら、入院前・入院初期の段階から退院後の生

活を見据えた入退院支援を行うことが重要です。

　支援の内容としては、入退院支援担当者やケアマネジャーをはじめとした地域の

介護関係者との連携、院内・地域の医療・介護関係者による退院前カンファレンス

などが挙げられ、これらの取組みが平均在院日数の減少や患者・家族のＱＯＬの向

上などにつながっています。

　本県では、上記の入退院支援の取組みを実施している医療機関は約80％であり、

入退院支援を行う部門や担当者を配置している医療機関は約70％あります。3

３　福井県「在宅医療・介護連携推進に関する実態調査」（2023年9月）
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◆円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制

○目標

　・�入院医療機関と在宅医療に携わる機関が円滑に連携することにより、入院前後・

退院前後において切れ目のない医療・介護提供体制を確保する

○入院医療機関に求められる事項〔病院・有床診療所〕

　・入退院支援担当者を配置すること

　・�入退院支援担当者は、可能な限り在宅医療についての研修や実習を受けさせる

こと

　・�入院前・入院初期の段階から退院後の生活を見据えた関連職種による支援を開

始すること

　・�入院時および退院前には、必要に応じて入院中の治療方針、退院後の医療的ケ

アの方針や介護体制、病状の変化とその対応などについて、「福井県入退院支

援ルール」をはじめとした標準化された連携ルールを活用しつつ、関連職種を

含むカンファレンスや文書・電話等で在宅医療に携わる機関との情報共有を十

分図ること

　・�退院支援の際には、患者の住み慣れた地域で生活することを考慮した在宅医療

および介護・障がい福祉サービスの調整を十分図るとともに、患者が退院後切

れ目なくサービスが受けられるよう在宅医療に携わる機関に前もって退院日

（またはその目安）を知らせること

○	在宅医療に携わる機関に求められる事項〔病院・診療所(歯科含む)・薬局・訪問

看護事業所・居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・障がい者相談支援事

業所等〕

　・�患者のニーズに応じて、医療や介護・障がい福祉サービスを包括的かつ退院後

切れ目なく提供できるよう調整すること

　・�在宅医療や介護・障がい福祉サービスの担当者間で、患者・家族の在宅療養に

関する意向やケアの方針、病状に関する情報等を共有し、連携すること

　・�高齢者のみでなく、小児や若年層の患者に対する訪問診療、訪問歯科診療、訪

問薬剤管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問栄養食事指導等に

も対応できる体制を確保すること

　・�入院医療機関の入退院（退所）支援担当者に対し、地域の在宅医療および介護・

障がい福祉サービスに関する情報提供や在宅療養に関する助言を行うこと
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　（2）日常の療養生活の支援

　　①訪問診療・往診

　県内の訪問診療を受けている患者は3,784人（2022年9月実績）で、2016年9月の2,996

人と比較し、26.3％増加しています4。また、訪問診療・往診に対応している医療機関

の割合は、41.9％（病院58.2％、診療所39.5％、2023年10月現在）となっています5。

　一方で、訪問診療・往診を実施している医療機関のうち、訪問診療・往診を行って

いる医師が1名の医療機関が76.4％と大半を占めていることから6、地区の郡市医師会等

を中心として、医療機関同士が連携して患者に対応する体制の構築が必要です。

　また、在宅医療を利用する前から患者とかかりつけ医等が将来の医療方針をどうす

るかについて話し合うＡＣＰは、患者や家族等が望む医療・ケアが受けられる環境づ

くりとして重要です。

　　②訪問看護

　2023年10月現在、県内の訪問看護ステーション（サテライトを除く）は104か所あり、

うち94か所（90.4％）が24時間対応可能な体制をとっています7。

　一方で、約7割の訪問看護ステーションが、看護職員が5人未満の小規模事業所であ

り、頻回の訪問が必要な医療ニーズの高い患者の対応や緊急時の訪問が難しい現状が

あります。

　今後は、ターミナルケア、認知症、特定行為、医療的ケア児などの医療ニーズに対

応できるよう、事業所の大規模化、事業所同士の連携、他職種との連携、訪問看護師

の人材確保および資質向上などを通じて安定的な訪問看護サービスの提供体制を整備

することが必要です。

　　③訪問歯科診療

　県内の訪問歯科診療を受けている患者は596人（2022年9月実績）で、2015年以降、

横ばいの状況となっています8。また、訪問歯科診療に対応している歯科診療所の割合

は、56.9％（2023年10月現在）となっています9。

　近年は、口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係に

ついて広く指摘されており、また、オーラルフレイル（口腔の衰えをいう。以下同じ。）

を入り口とした摂食嚥下機能の低下が、ＱＯＬを低下させるだけでなく、低栄養、サ

ルコペニア（筋肉減少症）につながることから、歯科と他の医療・介護関係者との連

携による口腔ケアの推進が求められます。

４　福井県国民健康保険団体連合会および社会保険診療報酬支払基金受付レセプトによる

５　福井県広域災害・救急医療情報システムによる

６　福井県「在宅医療・介護連携推進に関する実態調査」（2023年9月）

７　福井県長寿福祉課調べ。24時間体制は介護報酬の「緊急時訪問看護加算」の届出をしている事業所

８　福井県国民健康保険団体連合会および社会保険診療報酬支払基金受付レセプトによる

９　福井県広域災害・救急医療情報システムによる
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　　④訪問薬剤管理指導

　県内の訪問薬剤管理指導を受けている患者は1,034人（2023年4 ～ 9月実績）で10、県

内の薬局のうち、62.3％の薬局が訪問薬剤管理指導に対応しています11。

　地域の薬局においては、医療機関等と連携して患者の服薬情報を一元的・継続的に

把握し、それに基づく薬学的管理・指導を行うことにより服薬に関する理解不足や飲

み忘れなどの問題が生じないようにすること、薬物療法に関する情報の共有をはじめ

とした多職種との連携、夜間・休日を含む緊急時の対応等が求められます。

　また、在宅緩和ケアが円滑に受けられるよう麻薬調剤や無菌製剤処理、小児への訪

問薬剤管理指導、24時間対応の体制を構築し、在宅医療における役割を果たすことが

必要です。

　　⑤訪問栄養指導

　県内の病院・有床診療所における管理栄養士の配置率は約69％ですが、そのうち管

理栄養士による訪問栄養食事指導（居宅療養管理指導含む）を実施している医療機関

は10か所（約13％）となっています12。

　在宅療養において、摂食嚥下機能に応じて、必要な栄養素を確保しながらできるだ

け好みの食事を摂ることは、栄養の保持や摂食嚥下機能の維持向上のみならず、居宅

で生活する楽しみでもあり、必要な患者に対し、居宅において管理栄養士が栄養指導

を実施できる体制整備が求められます。

　　⑥訪問リハビリテーション

　在宅療養患者が居宅において生活機能の回復・維持を図るため、医療機関における

リハビリテーション（急性期・回復期）から、地域における居住生活の維持向上を目

指す生活期リハビリテーションを切れ目なく提供できる体制整備が求められます。

　そのため、医療機関や訪問看護ステーション等の訪問リハビリ職等が、かかりつけ

医等と連携し、必要に応じて早期にリハビリテーションに着手することにより、患者

の身体機能および生活機能の維持向上に努めることが必要です。

10,11,12　福井県「在宅医療・介護連携推進に関する実態調査」（2023年9月）
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　　⑦小児在宅医療

　本県では、医療的ケアを受けながら在宅療養をしている障がい児者（医療的ケア児

者）は、推計で約200人います13。一方、2022年3月現在、医療的ケア児者に対応できる

医療機関は18機関（うち在宅医療に対応している医療機関は6機関）となっています14。

　本県における訪問看護の利用者数（0〜39歳）は2017年の1か月当たり約310人から

2021年には約570人と2倍弱になっており15、小児を含む在宅医療の需要が高まっている

ことから、医療的ケア児者が地域で適切なケアを受けられるよう、小児在宅医療に携

わる医師などの人材を育成するとともに、小児期医療から成人期医療に円滑に医療移

行できる体制の整備が必要です。また、家族負担を軽減するために地域における医療・

福祉・保健等の連携体制を強化し、サービス提供体制の拡充を図ることが求められま

す。さらに、成人に達した医療的ケア者の地域での医療やサービス体制の構築・拡充

も求められます。

　　⑧多職種連携

　今後、後期高齢者の人口増および要介護認定者の増加などにともなう訪問診療の必

要量の増加に対応するためには、医療機関間の連携やＩＣＴ化等による対応力の強化、

これまで訪問診療を担っていない医療機関等の訪問診療への参入促進等を行っていく

ことが必要になります。

　在宅医療を実施していない医療機関が実施を検討するために必要な施策として、緊

急時の受け入れ病院の確保（34.1％）、自身が不在時に対応してくれる副主治医の確保

（31.2％）が上位に挙げられており16、緊急時の対応が困難な診療所であっても在宅医

療に対応できるよう、主治医不在時の対応や緊急時の病床の確保といった医療機関同

士の連携体制の構築が求められます。

　また、夜間の患者からの電話は訪問看護師が受ける、ＢＰＳＤ等の対応が難しい認

知症の症状は精神科医や認知症サポート医がサポートする、摂食嚥下機能のケアは訪

問歯科医師・管理栄養士・言語聴覚士等が担う、服薬管理は訪問薬剤師が行うなど、

在宅医を中心としながら多職種が連携して各専門分野を担当することで、在宅医の負

担を減らし、より多くの在宅患者を診ることができる環境づくりが求められます。

　在宅療養患者への医療・ケアの提供にあたっては、医師・歯科医師の定期的な診察

と適切な評価に基づく指示により、患者の病態に応じて適切な時期にサービスが提供

される必要があり、それが患者のＱＯＬの向上につながることから、在宅医療におけ

る多職種連携は重要です。

13　福井県「医療的ケア児等実態調査」（2021年3月）

14　福井県「医療的ケア児等実態調査」（2021年3月）、近畿厚生局届出受理機関名簿（2023年10月時点）

15　厚生労働省「訪問看護療養費実態調査」（2017,2021年）

16　福井県「在宅医療・介護連携推進に関する実態調査」（2023年9月）



−191−

第５章　５疾病・６事業・在宅医療の医療提供体制の構築（在宅医療）

　　（3）緊急時の対応

　県民が自宅での療養を希望しない理由として、緊急時の対応に関する患者の不安

や家族の負担への懸念が挙げられます17。

17　福井県「第8次福井県医療計画策定に関するアンケート調査」（2023年10月）による
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◆日常の療養支援が可能な体制

○目標

　・�在宅療養患者の疾患・重症度に応じた医療や緩和ケアを、多職種協働により、

継続的・包括的に提供する

○	在宅医療に携わる機関に求められる事項〔病院・診療所(歯科含む)・薬局・訪問

看護事業所・居宅介護支援事業所・介護保険施設・地域包括支援センター・障が

い者相談支援事業所等〕

　・�関係機関の相互の連携により、訪問歯科診療や訪問薬剤管理指導等を含む患者

のニーズに対応した医療や介護・障がい福祉サービスが包括的に提供される体

制を確保すること

　・�医療関係者は、地域包括支援センターが地域ケア会議等において患者に関する

検討等をする際には積極的に参加すること

　・�地域包括支援センター等と協働しつつ、在宅療養に必要な医療や介護・障がい

福祉サービス、家族等の負担軽減につながるサービスを適切に紹介すること

　・�がん患者（緩和ケア体制の整備）、認知症患者（身体合併等の初期対応や専門

医療機関への適切な紹介）、小児患者（小児の入院機能を有する医療機関との

連携）等、それぞれの患者の特徴に応じた在宅医療の体制を整備すること

　・�災害時にも適切な医療を提供するための計画（人工呼吸器等の医療機器を使用

している患者の搬送等に係る計画を含む。）を策定すること

　・�医薬品や医療機器等の提供を円滑に行うための体制を整備すること

　・�身体機能および生活機能の維持向上のための口腔の管理・リハビリテーション・

栄養管理を適切に提供するために、関係職種間で連携体制を構築すること

　・�摂食嚥下機能を維持するとともに、機能に応じた食事栄養指導が提供できるよ

う、「栄養ケア・ステーション」「在宅栄養管理・食事支援センター」等を通じ

て医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・言語聴覚士等の関係者が連携するこ

と
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　このため、本県では、地域の郡市医師会等を中心に、地域の病院や診療所、訪問

看護事業所等が連携し、主治医不在時の対応や緊急時の病床の確保等により24時間

対応が可能な体制づくりが進められています。

　今後、地域の病院や有床診療所で速やかに適切な入院が受けられる安定した連携

体制を強化し、患者がより安心して在宅療養できる環境が求められます。

　　（4）在宅での看取り

　人生の最終段階に医療を受ける場所として、県民の約35％は自宅を希望しており、

本県の在宅死亡率は、2016年の18.8%から2021年には24.1％と増加しています18。患

者や家族等のＱＯＬの維持向上を図りつつ療養生活を支え、患者や家族が希望した

18　厚生労働省「人口動態調査」（2016,2021年自宅および老人ホームでの死亡率）

◆緊急時の対応が可能な体制

○目標

　・�患者の緊急時に対応できるよう、在宅医療を担う病院・診療所、薬局、訪問看

護事業所および入院機能を有する病院・診療所との円滑な連携による診療体制

を確保する

○	在宅医療に携わる機関に求められる事項〔病院・診療所・薬局・訪問看護事業所・

消防機関等〕

　・�緊急時における連絡先やその際の対応をあらかじめ患者やその家族等と共有

し、休日・夜間等を含め求めがあった際に、適切に対応できる体制を確保する

こと

　・�休日・夜間等において、緊急時の対応が自院で難しい場合も、近隣の病院や診

療所、薬局、訪問看護事業所等との連携により、適切に対応できる体制を確保

すること

　・�在宅医療に携わる機関で対応できない緊急の場合は、その症状や状況に応じ

て、搬送先として想定される入院医療機関と協議して入院病床を確保するとと

もに、搬送については、地域の消防関係者と連携を図ること

○入院医療機関に求められる事項〔病院・有床診療所〕

　・�在宅療養後方支援病院や在宅療養支援病院、地域の病院・有床診療所等におい

て、連携している医療機関（特に無床診療所）が担当する患者の緊急時に、必

要に応じて一時受入れを行うこと

　・�重症等で対応できない場合は、他の適切な医療機関と連携する体制を構築する

こと
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場合には、自宅で最期を迎えることができる医療・介護体制を構築することが必要

です。

　また、高齢化の進展に伴い、介護施設等で最期を迎える県民も増えていることか

ら、在宅医療に携わる機関が介護施設等による看取りを必要に応じて支援すること

が求められます。

　　（5）在宅医療において積極的役割を担う医療機関

　前記（1）から（4）までに掲げる体制整備を進め、目標を達成するためには、休

日・夜間等を含め求めがあった際にも対応できる在宅医療を提供するとともに、他

の医療機関の支援も行いながら医療や介護・障がい福祉の現場での多職種連携の支

援を行う医療機関を、地域における「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」

として位置付け、これらの医療機関と連携して在宅医療体制を構築していくことが

◆患者が望む場所での看取りが可能な体制

○目標

　・�住み慣れた自宅や介護施設等、患者が望む場所での看取りを行うことができる

体制を確保する

○	在宅医療に携わる機関に求められる事項〔病院・診療所・薬局・訪問看護事業所・

居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・障がい者相談支援事業所等〕

　・�人生の最終段階における症状やケアについての患者や家族等の不安を解消し、

患者が望む場所での看取りを行うことができる体制を確保すること

　・�本人と家族等が希望する医療・ケアの提供にあたり、医療と介護の両方を視野

に入れ、利用者の状態の変化に対応し、最期を支えられる訪問看護の体制を整

備すること

　・�麻薬を始めとするターミナルケアに必要な医薬品や医療機器等の提供体制を整

備すること

　・�患者や家族等に対して、自宅や住み慣れた地域で受けることができる医療や介

護・障がい福祉サービスや看取りに関する適切な情報提供を行うこと

　・介護施設等による看取りを必要に応じて支援すること

○入院医療機関に求められる事項〔病院・有床診療所〕

　・�在宅医療に携わる機関や介護施設等において看取りに対応できない場合につい

て、病院・有床診療所で必要に応じて受け入れる等の支援を行うこと
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求められます。

　「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」として、県内の在宅療養支援診療

所および在宅療養支援病院を位置付けることとし、これらの医療機関以外の診療所

および病院についても、地域の実情に応じて、地域における在宅医療に必要な役割

を担うことが必要です。

　　（6）在宅医療に必要な連携を担う拠点

　前記（1）から（4）までに掲げる目標を達成するため、郡市医師会と市町等（地

域包括支援センター）を多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療の提供体制

の構築を図る「在宅医療に必要な連携を担う拠点」として位置付けることとし、市

町が実施する在宅医療・介護連携推進事業の取組と連携を図り、地域全体で在宅療

養者を支えていく体制を整備していくことが必要です。

　県においては、各地域の健康福祉センターが、センター圏域ごとの協議の場（地

域研修会等）を市町等と連携して開催し、医療と介護の連携強化に向けた取組みを

推進・支援していきます。

　また、県民の在宅医療に対する不安要素として、「介護する家族に負担がかかるこ

◆在宅医療において積極的役割を担う医療機関に求められる事項

　・�医療機関（特に訪問診療・往診を行っている医師が1名の診療所）が必ずしも

対応しきれない夜間や医師不在時、患者の緊急時等における診療の支援を行

うこと

　・�在宅での療養に移行する患者にとって必要な医療および介護・障がい福祉サー

ビスが十分確保できるよう、関係機関に働きかけること

　・�臨床研修制度における地域医療研修において、在宅医療の現場での研修を受

ける機会等の確保に努めること

　・�地域包括支援センター等と協働しつつ、療養に必要な医療および介護・障が

い福祉サービスや家族等の負担軽減につながるサービスを適切に紹介するこ

と

　・�入院機能を有する医療機関においては、患者の緊急時の一時受入れを行うこ

と

　・�災害時等にも適切な医療を提供するための計画（人工呼吸器等の医療機器を

使用している患者の搬送等に係る計画を含む。）を策定し、他の医療機関等の計画

策定等の支援を行うこと
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と」「症状が急に悪くなった時にすぐ病院に入院できるかどうか」が上位に挙がって

おり、上記の拠点において、在宅医療に関する情報を発信するとともに、地域住民

への普及啓発に関する事業を推進することにより、県民が必要に応じて安心して在

宅医療を選択できる環境を整えます。

◆在宅医療に必要な連携を担う拠点に求められる事項

　・�地域の医療および介護・障がい福祉の関係者による協議の場（地域ケア会議等）

を定期的に開催し、在宅医療における提供状況の把握、災害時対応を含む連携

上の課題の抽出およびその対応策の検討等を実施すること

　・�病院や診療所、訪問看護ステーション等が連携して主治医不在時の緊急対応が

可能な体制の確保や、緊急時等に必要に応じて地域の病院や有床診療所に速や

かに入院できる連携体制の強化を推進すること

　・�地域包括ケアシステムを踏まえた在宅医療の提供体制を整備する観点から、地

域の医療および介護・障がい福祉サービスについて所在地や機能等を把握する

とともに、郡市医師会や障がい者相談支援事業所等と連携しながら、退院時か

ら看取りまでの医療や介護、障がい福祉サービスにまたがる様々な支援を包括

的かつ継続的に提供するよう、関係機関との調整を行うこと
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　・�質の高い在宅医療をより効率的に提供するため、関係機関の連携による緊急時

の対応や24時間体制の構築、多職種による情報共有の促進を図ること

　・�在宅医療に携わる医療および介護・障がい福祉関係者に必要な知識・技能に関

する研修の実施や情報の共有を行うこと

　・在宅医療に関する地域住民への普及啓発を実施すること
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Ⅱ　今後の目指すべき方向

【施策の内容】

　１　在宅医療・介護連携の推進

　　　医療と介護の連携強化〔医師会等関係機関、市町等、県〕

　郡市医師会と市町等（地域包括支援センター）を中心に、医療と介護の連携をより

一層強化し、地域全体で在宅療養者を支えていく体制を推進します。

　２　在宅医療環境の整備

　　（1）地域における在宅医療提供体制の充実〔県、医師会等関係機関、市町等〕

　今後さらに増加が見込まれる在宅医療の必要量に対応できるよう在宅医療に関わる

機関間の連携強化や「ふくいみまもりＳＮＳ（在宅医療に関わる多職種がモバイル端

末を活用し、患者の治療やケアに関する情報を閲覧・入力できるシステム）」の活用に

よる在宅医療の対応力強化を図ります。また、健康福祉センター圏域ごとに、多職種・

多機関間で在宅医療の提供体制に係る課題の共有・解決に向けた対応策を検討し、24

時間対応や緊急時の対応等の連携につなげることで、在宅医療の提供体制の維持およ

び全県展開の充実を図ります。

○在宅医療・介護連携の推進

　・医療と介護の連携強化

○在宅医療環境の整備

　・地域における在宅医療提供体制の充実

　・訪問看護の推進と連携強化

　・入退院支援環境の向上

　・多職種連携を行う人材の育成

　・将来希望する医療・ケア等ＡＣＰの普及

　・医療的ケア児の在宅療養支援体制の充実

　・災害時に備えた連携体制の整備

○地域住民への在宅医療の普及啓発

　・市町等を主体とした住民向け普及啓発事業の実施

施策の基本的方向
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　　（2）訪問看護の推進と連携強化〔看護協会等関係機関、県〕

　福井県訪問看護推進協議会において、訪問看護実態調査の結果をもとに、訪問看

護の推進に向けた課題等を検討するとともに、訪問看護新規就業支援による訪問看

護師の人材確保や、小規模ステーションの大規模化の促進など、休日・夜間等を含め、

いつでも必要な訪問看護サービスを安定して提供できる体制を強化します。

　また、訪問看護ステーションの経営安定のためのコンサルテーションや看護職員

等の資質向上研修を行い、訪問看護ステーションの長期的な運営を支援します。

　　（3）入退院支援環境の向上〔県、医師会等関係機関、市町等〕

　入退院時における医療と介護の情報連携方法を標準化した「福井県入退院支援ルー

ル」の活用を促進し、医療機関とケアマネジャー、訪問看護師等が情報共有・連携

を行うことで、患者が退院後も必要な医療や介護サービスを継続して受けることが

できる体制を強化し、退院直後の悪化や重症化を防いで再入院を予防します。また、

「ふくいメディカルネット」等の活用により、かかりつけ医の入退院時におけるカ

ンファレンスへの参加促進などを通じて入退院支援の環境の向上を図ります。

　　（4）多職種連携を行う人材の育成〔医師会等関係機関、県〕

　「在宅医療サポートセンター」の他、「在宅口腔ケア応援センター」「在宅薬剤管理

指導研修センター」「在宅栄養管理指導研修センター」の運営を支援し、医師や歯科

医師、薬剤師、訪問看護師、リハビリテーション専門職、管理栄養士、ケアマネジャー

など多職種を対象とした在宅医療の研修を通して相互理解を深めるとともに、各セ

ンターを統括する「在宅ケアサポートセンター事業連絡会議」を設置し、在宅ケア

に携わる多職種間の情報共有・連携体制を強化します。

　　（5）将来希望する医療・ケア等ＡＣＰの普及〔医師会等関係機関、県、市町等〕

　医師会等関係機関と連携し、「つぐみ（福井県版エンディングノート）」の普及を

通して、ＡＣＰについて、医療・介護従事者が理解を深め、県民に対する相談対応

や積極的な働きかけを行います。また、将来希望する医療・ケアについて県民が主

体的に考え、医療・介護従事者と繰り返し話合い、意思決定を行うなど、患者や家

族等が望む医療が受けられる環境づくりを推進します。
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　　（6）医療的ケア児の在宅療養支援体制の充実〔医師会等関係機関、県、市町等〕

　医療的ケア児が地域で適切なケアを受けられるよう、医療的ケア児者支援センター

を中心に、小児科医や訪問看護師等に対する研修を実施し、小児在宅医療を実践す

る人材の育成や、地域における医療・福祉・保健・教育等の関係機関の連携体制の

構築を支援します。また、家族の負担軽減に向け、地域において医療的ケア児等の

支援を総合調整するコーディネーターを養成し、多職種によるサービス提供体制の

拡充を推進します。

　　（7）災害時に備えた連携体制の整備〔医師会等関係機関、県、市町等〕

　災害時においても在宅医療を継続するためには、医療機関、薬局、訪問看護事業所、

居宅介護支援事業所等関係機関間、さらに市町や県との連携が不可欠であることか

ら、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」等において平時から連携を進め、より実効

性のある業務継続計画（ＢＣＰ）の策定を推進します。

　３　地域住民への在宅医療の普及啓発

　　　市町等を主体とした住民向け普及啓発事業の実施〔市町等、医師会等関係機関、県〕

　県民にとっての在宅医療に関する知識の向上や不安の解消を図るため、郡市医師

会、歯科医師会、薬剤師会等関係機関と連携し、在宅医療の利用方法や相談窓口、

具体的なサービス内容や実際の利用事例等を伝える、住民向けの普及啓発事業を、

市町の介護関連の普及啓発事業と関連させることなどにより、効果的に実施します。
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Ⅲ　数値目標

　国が示す本県の訪問診療・訪問看護等の需要推計データをもとに、第8次福井県医療計

画の最終年である2029年の訪問診療の必要量は3,945人／日（2021年度比13％増）と見込

み、これに対応できる在宅医療提供体制の整備を進めていきます。

項目 現状 目標

訪問診療を受けた患者数
3,491人

（2021年）

3,945人

（中間目標�3,775人）

訪問看護の利用者数
6,999人

（2021年）

13％増

（中間目標�7％増）

訪問看護ステーションの看護職員数
565人

（2021年）

638人

（中間目標�611人）

介護支援連携指導を受けた患者数
2,276人

（2021年）

13％増

（中間目標�7％増）

在宅ターミナルケアを受けた患者数
626人

（2021年）

13％増

（中間目標�7％増）

訪問診療を実施している医療機関数
288施設

（2021年）
現状維持

　※目標については、医療計画の中間年に見直しを行う。
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福井県 全国平均 備考

●
退院支援を実施している診療所数
【医療施設調査】

6施設
0.78施設/10万人対

400施設
0.32人/10万人対

2020年

●
退院支援を実施している病院数
【医療施設調査】

33施設
4.30施設/10万人対

4,147施設
3.29施設/10万人対

2020年

退院支援(退院調整)を受けた患者数【厚
生労働省DB】

30,436人
4,004人/10万人対

3,829,500人
3,.051人/10万人対

2021年

●
介護支援連携指導を受けた患者数
【厚生労働省DB】

2,014人
264.9人/10万人対

313,354人
249.7人/10万人対

2021年

退院時共同指導を受けた患者数
【厚生労働省DB】

313人
41.2人/10万人対

55,861人
44.5人/10万人対

2021年

退院後訪問指導を受けた患者数
【厚生労働省DB】

13人
1.7人/10万人対

8,393人
6.7人/10万人対

2020年

●
訪問診療を実施している診療所数
【医療施設調査】

146施設
19.2施設/10万人対

20,187施設
16.1施設/10万人対

2020年

●
訪問診療を実施している病院数
【医療施設調査】

32施設
4.2施設/10万人対

2,973施設
2.4施設/10万人対

2020年

機能強化型在宅療養支援診療所
数　　【厚生労働省DB】

10施設
1.3施設/10万人対

3,796施設
3.0施設/10万人対

2021年

機能強化型在宅療養支援病院数
【厚生労働省DB】

3施設
0.4施設/10万人対

696施設
0.6施設/10万人対

2021年

在宅療養支援診療所数
【厚生労働省DB】

57施設
7.5施設/10万人対

15,090施設
12.0施設/10万人対

2021年

在宅療養支援病院数
【厚生労働省DB】

12施設
1.6施設/10万人対

1,672施設
1.3施設/10万人対

2021年

●
訪問看護事業所数
【訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ数調査】

97施設
12.8施設/10万人対

15,697施設
12.5施設/10万人対

2023年

●
訪問看護ステーションの看護職員数
【衛生行政報告例】

520人
67.8人/10万人対

62,157人
49.3人/10万人対

2020年

小児（18歳未満）の訪問看護を実施して
いる訪問看護ステーション数
【訪問看護実態調査】

58施設
7.6施設/10万人対

― 2022年

歯科訪問診療を実施している診療所数
【医療施設調査】

38施設
4.97施設/10万人対

10,879施設
8.62施設/10万人対

2020年

在宅療養支援歯科診療所数
【厚生労働省DB】

32施設
4.2施設/10万人対

8,523施設
6.8施設/10万人対

2021年

訪問薬剤管理指導を実施する薬局数
【厚生労働省DB】

130施設
17.1施設/10万人対

34,088施設
27.2施設/10万人対

2021年

麻薬（持続注射療法を含む）の調剤
及び訪問薬剤管理指導を実施してい
る薬局数 【厚生労働省DB】

99施設
13.0施設/10万人対

6,436施設
5.1施設/10万人対

2021年

無菌製剤(ＴＰＮ輸液を含む)の調剤
及び訪問薬剤管理指導を実施してい
る薬局数 【厚生労働省DB】

8施設
1.1施設/10万人対

1,030施設
0.8施設/10万人対

2021年

小児の訪問薬剤管理指導を実施して
いる薬局数 【厚生労働省DB】

21施設
2.8施設/10万人対

2,589施設
2.1施設/10万人対

2021年

訪問リハビリテーション事業所数
【介護給付費等実態統計調査】

36施設
4.7施設/10万人対

5,399施設
4.3施設/10万人対

2022年

訪問栄養食事指導を実施している医療
機関数　【県調査・厚生労働省DB】】

10施設
1.3施設/10万人対

856施設
0.7施設/10万人対

2023年
2021年

短期入所サービス(ｼｮｰﾄｽﾃｲ)事業所数
【介護サービス施設・事業所調査】

146施設
19.2施設/10万人対

15,294施設
12.2施設/10万人対

2021年

在宅で活動する栄養サポートチームと連
携する歯科医療機関数
【厚生労働省DB】

3施設
0.4施設/10万人対

199施設
0.2施設/10万人対

2021年

訪問口腔衛生指導を提供した医療機関
数【医療施設調査】

15施設
2.1施設/10万人対

4,707施設
3.8施設/10万人対

2020年

小児（15歳未満）の訪問診療を実施して
いる医療機関数　【県調査】

13施設
1.7施設/10万人対

- 2023年

●
訪問診療を受けた患者数
 【厚生労働省DB】

36,087人
4,747人/10万人対

10,501,954人
8,368人/10万人対

2021年

●
訪問看護利用者数
【介護サービス施設・事業所調査】

6,428人
846人/10万人対

944,534人
753人/10万人対

2021年
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・「福井県入退院支援
ルール」の普及拡充
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在宅医療体制構築に係る指標

区分
指  標

(●：重点指標)

現　状
施策等

日
常
の
療
養
支
援

ス
ト
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ク
チ
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"

・郡市医師会と市町等
（地域包括支援セン
ター）を中心とした医療
と介護の連携

・在宅医療の必要量に
対応できる提供体制の
充実

・「ふくいみまもりSNS」
の活用による多職種間
連携促進

・休日・夜間等を含め、
いつでも必要なサービ
スが安定して提供できる
体制整備

・多職種連携により在宅
医療を実践する人材の
育成

・将来希望する医療・ケ
ア等ACPの普及

・在宅医療について住
民向けの普及啓発

プ
ロ
セ
ス
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福井県 全国平均 備考
区分

指  標
(●：重点指標)

現　状
施策等

小児（15歳未満）の訪問診療を受けた患
者数   【厚生労働省DB】

414人
54.5件/10万人対

40,411人
32.2件/10万人対

2021年

小児の訪問看護利用者数(0～14歳)【訪
問看護療養費実態調査】

90人
11.8人/10万人対

22,962人
18.3人/10万人対

2021年

訪問リハビリテーション利用者数
【介護保険事業状況報告】

502人
66.7人/10万人対

139,192人
111.7人/10万人対

2022年

短期入所サービス(ショートステイ)利用
者数  【介護保険事業状況報告】

2,541人
337.5人/10万人対

297,173人
238.4人/10万人対

2022年

訪問歯科診療を受けた患者数
【厚生労働省DB】

6,182人
813人/10万人対

6,548,646人
5,218人/10万人対

2021年

訪問口腔衛生指導を受けた患者数【厚
生労働省DB】

2,926人
414人/10万人対

2,621,754人
2,089人/10万人対

2021年

訪問薬剤管理指導を受けた患者数
【厚生労働省DB】

918人
121人/10万人対

874,460人
697人/10万人

2021年

小児の訪問薬剤管理指導を受けた患者
数　 【厚生労働省DB】

279人
36.7人/10万人対

42,033人
33.5人/10万人対

2021年

麻薬（持続注射療法を含む）の調剤及び
訪問薬剤管理指導を受けた患者数　【厚
生労働省DB】

138人
18.2人/10万人対

11,104人
8.8人/10万人対

2021年

無菌製剤(ＴＰＮ輸液を含む)の調剤及び
訪問薬剤管理指導を受けた患者数　【厚
生労働省DB】

72人
10.2人/10万人対

17,035人
13.6人/10万人対

2021年

訪問栄養食事指導を受けた患者数
【厚生労働省DB】

―
7,988人

6.4人/10万人対
2021年

●
往診を実施している診療所数
【医療施設調査】

126施設
16.43施設/10万人対

19,131施設
15.17施設/10万人対

2020年

●
往診を実施している病院数
【医療施設調査】

15施設
1.96施設/10万人対

1,725施設
1.37施設/10万人対

2020年

●
24時間体制をとっている訪問看護ステー
ション数  【厚生労働省DB】

79施設
10.4施設/10万人対

10,835施設
8.6施設/10万人対

2021年

●
24時間体制をとっている訪問看護従事
者数　【厚生労働省DB】

586人
77.1人/10万人対

99,258人
79.1人/10万人対

2021年

24時間対応可能な薬局数
【厚生労働省DB】

84施設
11.0施設/10万人対

22,053施設
17.6施設/10万人対

2021年

●
在宅看取り(ターミナルケア)を実施して
いる診療所数  【厚生労働省DB】

63施設
8.3施設/10万人対

10,909施設
8.7施設/10万人対

2021年

●
在宅看取り(ターミナルケア)を実施して
いる病院数  【厚生労働省DB】

6施設
0.79施設/10万人対

565施設
0.45施設/10万人対

2021年

ターミナルケアを実施している訪問看護
ステーション数  【厚生労働省DB】

77施設
10.1施設/10万人対

10,046施設
8.0施設/10万人対

2021年

看取りに対応する介護施設数
【都道府県調査】

123施設
16.2施設/10万人対

― 2021年

●
在宅ターミナルケアを受けた患者数
【厚生労働省DB】

563人
74.1人/10万人対

161,500人
128.7人/10万人対

2021年

●
看取り数(死亡診断のみの場合を含む)
【厚生労働省DB】

967人
123.6人/10万人対

136,975人
107.9人/10万人対

2021年

訪問看護によるターミナルケアを受けた
利用者数 【厚生労働省DB】

352人
46.3人/10万人対

　38,552人
30.7人/10万人対

2021年

在宅死亡者数
【人口動態統計】

1,416人
全体の14.6%

247,896人
全体の17.2%

2021年

介護老人保健施設・老人ホームにおけ
る死亡者数  【人口動態統計】

1,434人
全体の14.8%

182,306人
全体の12.7%

2021年
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・郡市医師会と市町等
（地域包括支援セン
ター）を中心とした医療
と介護の連携

・休日・夜間等を含め、
いつでも必要なサービ
スが安定して提供できる
体制整備

・「福井県入退院支援
ルール」の普及拡充
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・郡市医師会と市町等
（地域包括支援セン
ター）を中心とした医療
と介護の連携

・将来希望する医療・ケ
ア等ACPの普及

・在宅医療について住
民向けの普及啓発
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